
日本生命健康保険組合　御中
↑日本生命にお勤めの方は記入

被保険者

被扶養者 ※退職者における被扶養者の出産育児一時金は支給対象外

上記のとおり申請いたします。

併せて、給付金の受領を事業主に委任いたします。

R 年 月 日

〒 －

上記のとおり相違ありません。

R 年 月 日

〒 －

記号・番号は[マイナポータル]アプリでご確認ください
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出産育児一時金請求書
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（被扶養者が分娩したとき）

分娩者氏名

（いずれかにチェックしてください）→

（いずれかにチェックしてください）→生産または死産の別
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＜海外で出産した場合＞

①出産した事実が確認できる書類

　（医師・助産師の証明または領収書の写し)

②同意書

出産育児一時金支給申請の前に必ずご確認ください

目的

支給額

・被保険者期間が継続して１年以上ある被保険者本人が、資格喪失後６カ月以内に出産

　した場合も対象となる。

　また、任意継続被保険者で、強制被保険者期間が１年以上あり、任継続被保険者資格

　喪失後６カ月以内に出産した場合も対象となる。

　なお、被保険者の資格喪失後に被扶養者が出産した場合は対象外。

日本生命健保オフィシャルHP ＞ こんなとき ＞ ライフシーン編 ＞

 出産したとき ＞ 出産育児一時金・家族出産育児一時金 ＞ 解説

　下記、日本生命健保オフィシャルHPを参照。

※被保険者出産育児一時金、配偶者・家族出産一時金はいずれか一方しか受給できない。

提出締切

　健保組合に毎月１０日までの到着分は、原則翌月給与処理にて支給する。(不備のない場合)

　グループ会社職員はグループ会社経由、退職者は退職時の所属経由、任意継続および特例退職の

　被保険者は登録口座へ支給。

・被保険者本人および被扶養者となっている家族が出産し、直接支払制度・受取代理制度を

　利用しなかった場合に申請する手続き。

・妊娠８５日（１２週と１日）以降の出産であれば、生産（早産）、死産（流産）、

　人工妊娠中絶を問わず対象となる。

添付書類

③医療機関等から交付される「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等としない旨」が

 　記載された合意文書

②医療機関等に支払った、産科医療のスタンプ押印済の「領収証」（写）

①医師・助産師の証明を受けられない場合は、

　　　母子手帳の１ページ目に記載されている「保護者の記入欄」「出生届済証明」（写）

・支給額は健康保険法に準じるため、

④健康保険資格喪失後の分娩の場合は、以下のいずれかの書類を添付する

　・現在加入の健康保険の資格情報のお知らせ（写）

　・現在加入の資格確認書(写)


